
介護職員等処遇改善加算、介護職員処遇改善支援補助金について説明します。
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まず介護職員等処遇改善加算についてです。
この加算は元来行われてきた「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇
改善加算」、および「介護職員等ベースアップ等支援加算」の３つの加算（以降、
「旧３加算」という）を一本化するというもので、令和６年６月からの介護報酬
改定により創設されます。
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制度の概要としては、総報酬に一定の割合で介護報酬を上乗せし、その額を上回
る賃金改善を実施するというものです。
一定の割合というのはサービス種別や取得する処遇改善加算等の区分ごとに定め
られており、事業所ごとに額が決まりますが、計画書の提出単位により賃金改善
を行います。
介護職員が人員基準上定められていないサービスについては、加算対象外となっ
ています。

配分対象については、旧３加算では、介護職員のみに限定されているもの、事業
所の職員をグループ分けしてそのグループ毎に賃金改善を実施する必要があるも
の、加算対象の事業所の職員全てが対象となるものがあり、取得する加算ごとに
異なる要件が定められていました。
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加算区分が複雑化していることなど、
①事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する観点
②利用者にとってわかりやすい制度とし、利用者負担の理解を得やすくする観点
③事業所全体として、柔軟な事業運営を可能とする観点
から、加算の一本化を行うこととなりました。
具体的には、旧３加算の要件や加算率を組み合わせる形で、加算率の引き上げを
行うとともに、配分方法の工夫も行いながら、令和６年６月から「介護職員等処
遇改善加算」（以降、「新加算」という。）へ一本化を行います。
算定要件は大きく分けて３点あります。次頁以降でご説明いたします。
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新加算の一つ目の要件としては、キャリアパス要件があります。
従来の処遇改善加算の要件を組み合わせているものです。
従来取得している加算区分より要件が厳しいものもあるため、経過措置が設けら
れています。
Ⅰ～Ⅲについては、令和６年度中に対応するということを計画書で誓約すれば、
令和６年度は該当の要件を満たしたものとして取り扱います。
Ⅳについては、従来の特定処遇改善加算の要件のひとつですが、従来の加算では
月額平均８万円の賃金改善でも要件を満たせることとされていたため、経過措置
として残されています。
Ⅴについては、新加算のⅠを取る事業所のみに課される要件であり、従来から要
件を満たしている事業所が取得できる加算区分であるため、経過措置はありませ
ん。
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次に、月額賃金改善要件についてです。
従来のベースアップ等支援加算に関する要件です。旧加算のベースアップ等支援
加算は、加算額の2/3を決まって毎月支払われる賃金等（ベースアップ）で賃金
改善する必要がありましたが、それを引き継ぐものです。
要件Ⅱは、令和６年５月31日時点で旧加算の処遇改善加算を取得しており、か
つ、ベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、令和７年度末までに新
加算のⅠ～Ⅳのいずれかを算定する場合の要件です。
ベースアップ等支援加算と同様の要件であり、加算相当額の2/3以上をベース
アップで賃金改善するという要件です。
これは初めてベースアップ相当の加算を取得する年度において適用されます。

また、職種間の配分ルールも統一することとされ、事業所内での柔軟な配分を認
めることとなりました。
要件Ⅰは、Ⅱが適用されない事業所に対しての要件です。令和７年度から適用さ
れますが、新加算Ⅳの額の1/2以上をベースアップで賃金改善するという要件で
す。
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最後に、職場環境等要件についてです。
旧加算では、処遇改善加算では全体で１つ以上、特定処遇改善加算では６の区分
ごとに１つ以上という要件でしたが、新加算ではいずれの区分でも項目が増える
こととなります。
新加算Ⅲ・Ⅳの加算を算定する場合には、６の区分ごとにそれぞれ１つ以上の取
り組みを実施する必要があります。特に生産性向上の取り組みについては、２つ
以上の実施が必要です。
新加算Ⅰ・Ⅱについては、Ⅲ・Ⅳからさらに各区分１つ増えていることが必要で、
各区分２つ以上、生産性向上の取り組みは３つ以上の実施が必要です。
また、一部項目は必須項目となっていることにも注意が必要です。

令和６年度中はそれぞれ経過措置があります。
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介護保険最新情報から抜き出した図です。
現行の加算を組み合わせて一本化するイメージについて示しています。
後述しますが、対応する加算を取得すると、一律に加算率が引き上げられます。
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職種間の配分についての図です。
令和６年度については、旧3加算を取得する場合の賃金改善でも、介護職員以外
への柔軟な配分が可能となっています。
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先述のキャリアパス要件についての図です。
現行の要件との関係がわかります。ⅠからⅣについては、それぞれ経過措置があ
ります。
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月額賃金要件及び職場環境等要件についてです。
現行のベア加算を取得していない事業所の一部は月額改善要件Ⅱを、それ以外は
月額改善要件Ⅰ（令和６年度は経過措置）を満たす必要があります。
職場環境等要件については、令和６年度は取得している加算区分の要件が継続さ
れます。
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職場環境等要件についての図です。
令和６年度中は、旧3加算の要件を満たすように取り組みをする必要があります。
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令和７年度以降は、上記のように要件が定められています。
取り組みを増やす必要があること、必須項目もあることから、注意して取組を計
画してください。
※上記の6つの取組は、介護人材の職場定着等を目的とした、事業主による働き
やすい職場づくりを推進するためのものであり、
加算要件を満たしていても、より多数の取組を実施できるよう積極的なご検討

をお願いいたします。
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旧3加算を取得している事業所が新加算のどの区分に該当しているのかを表す図
です。
例えば新加算のⅠ（最上位区分）は処遇改善加算Ⅰ（ここでは①）と特定加算の
Ⅰ（ここでは④）、ベア加算（ここでは⑥）を算定している事業所に相当します。
同様に、新加算のⅤ（６）は、処遇改善加算Ⅱ（ここでは②）と特定加算の②
（ここでは⑤）を算定している事業所に相当します。
新加算Ⅴについては、旧3加算の取得状況に応じ、新加算ⅠからⅣに相当しない
すべての取得方法を網羅しています。
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新加算へ移行することが難しい場合の経過措置として、新加算のⅤが用意されて
います。
令和６年度中に要件を充足すれば、新加算へ移行することができます。

15



新加算の区分別の加算率を示した図です。
次頁以降で旧加算との関係を見ていきます。
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旧3加算の加算率を示したものです。
４～５月はこの加算率で加算が支払われます。
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先ほどの図に６月以降の加算率引き上げ分を付け加えたものです。
取得していた加算の組み合わせに右列の加算率引き上げ分を加えたものが新加算
の加算率となります。
新加算移行に当たっては、処遇改善支援補助金の引き上げを受けていずれの種別
でも加算額の引き上げを受けることができることになっています。
例えば、処遇Ⅰ、特定Ⅰ、ベアありの場合は、13.7+6.3+2.4で22.4％の加算率で
したが、新加算でこれに相当する加算Ⅰでは、それに引き上げ分の2.1を加えた
24.5％となっています。
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以上で新加算について説明しましたが、詳細な要件については事務処理手順をご
覧ください。
また、厚労省のホームページ、県のホームページも随時ご確認ください。
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作成にあたっては、Q&Aが多数発出されていることから、必ず事前にご覧いた
だきますようお願いいたします。
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処遇改善加算を取得するにあたっては、計画書の提出が必要ですが、令和６年度
分の提出期限は４月15日とされました。
要件等をご確認いただき、各自作成の上期限までにご提出をお願いいたします。

実績報告書については、令和５年度分の提出期限を遵守し、ご提出をお願いいた
します。
計画書、実績報告書の提出も加算を算定する要件のうちであることから、確実に
ご提出をお願いいたします。
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提出先については、指定権者ごととなりますが、県指定の事業所については、事
業所所在地ごとに提出先が異なります。
概ね西部に位置する事業所については、石見指導監査室が提出先となっています。
所在地を表で確認の上、ご提出をお願いいたします。
なお、法人単位での一括提出を行う場合でも、計画書に含まれている事業所の指
定権者すべてに計画書を提出する必要があるため、提出漏れのないようご注意く
ださい。
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続いて、処遇改善支援補助金についてお話しします。
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令和４年にも実施しましたが、令和６年２月から５月までの間、介護職員の賃金
を引き上げるための措置を実施します。
補助額についてはご覧のとおりです。
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補助金の取得要件については、大きく分けて３点です。
ベースアップ等支援加算を取得していて、賃金改善を実施していること、
補助額の全額を賃金改善に充て、４・５月分の補助額についてはその2/3以上を
基本給等の引き上げに充てることが必要です。
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配分方法については、柔軟に配分が可能ですが、介護職員の処遇改善を目的とし
た補助金であることを十分に踏まえた配分をお願いします。
申請手続きについては、加算とは違いすべての事業者が島根県へ計画書、申請書
を提出することとなります。
交付決定後、国保連から補助額等が通知される予定です。
また、補助期間終了後、実績報告書の提出が必要となります。適切な実績報告書
の提出までが要件ですので、別途お知らせしますが、期限までに提出をお願いい
たします。
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賃金改善と申請、支払い等のスケジュールを示す図です。
お示ししている例では、２月分の賃金改善を２月に行うという例です。
２月から賃上げを開始し、４月に計画書を提出、６月に２月から４月分の補助額
の支払いがあります。
以降、過誤調整等を終えて、9月に５月分と過誤調整分を整理した補助額が支払
われます。
時期は未定ですが、実績報告書の提出を、補助金の終了後に行います。
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お問い合わせについてです。
制度・仕組みに関することはQ&Aを確認し、コールセンターへお問い合わせく
ださい。
交付申請書等、県への提出書類の記載方法については、問い合わせ事項を記載の
上、メールまたはFAXにてお問い合わせください。
整理の都合上、お電話については対応しかねます。
お問い合わせいただいた順にご回答しますので、ご協力のほどよろしくお願いい
たします。
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